
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
九
日

奈
良
県
人
事
委
員
会
委
員
長

栗

山

道

義

奈
良
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
三
号

職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
十
月
奈
良
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
二
項
中
「
家
畜
伝
染
病
（
」
の
下
に
「
口
蹄
疫
、
」
を
、
「
鼻
そ
」
の
下
に
「
、
高
病
原

て
い

性
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
、
低
病
原
性
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
」
を
加
え
、
「
（
人
畜
に
共
通
の
疾
病
に
限

る
。
）
」
を
「
に
よ
る
疾
病
の
う
ち
人
畜
に
共
通
の
疾
病
」
に
改
め
る
。

第
六
条
の
二
第
三
項
の
表
４
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

三
千
円
（
人
事
委
員
会
が
定
め
る

人
事
委
員
会
が
定
め

場
合
に
あ
つ
て
は
、
三
千
四
百
円

４

第
四
号

る
業
務

）

の
業
務

そ
の
他
の
業
務

二
千
四
百
円

第
十
二
条
第
一
項
の
表
第
二
十
一
号
の
作
業
の
項
中
「
並
び
に
銃
器
」
を
「
、
銃
器
」
に
改
め
、
「

警
戒
作
業
」
の
下
に
「
並
び
に
暴
力
団
等
に
よ
る
保
護
対
象
者
に
対
す
る
危
害
を
未
然
に
防
止
す
る
た

め
に
行
わ
れ
る
保
護
対
策
の
作
業
」
を
加
え
る
。

第
十
二
条
の
十
三
第
一
項
中
「
保
健
環
境
研
究
セ
ン
タ
ー
」
を
「
保
健
研
究
セ
ン
タ
ー
」
に
、
「
景

観
・
環
境
保
全
セ
ン
タ
ー
」
を
「
景
観
・
環
境
総
合
セ
ン
タ
ー
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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